宣　　誓　　書

　　下記の事項について、虚偽の申請ではないことを厳に宣誓いたします。

　　これらにおいて事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して八尾市が行う一切の措置について異議申立てを行いません。

　　なお、応募資格等の確認のため、八尾市が八尾警察署等の関係機関に照会することについて承諾いたします。

（１）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）である法人等ではないこと。
（２）　暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配する法人等ではないこと。

（３）　暴力団、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等がその事業活動を支配する法人等若しくはその構成員（以下「暴力団等」という。）の利益となる 活動（暴力団等と取引をし、又は暴力団等に資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下 同じ。）を行う法人等ではないこと。
（４）　暴力団等に暴力団対策法第２条第１号に規定する暴力団不法行為等（以下「暴力的不法行為等」という。）を行わせた法人等ではないこと。

（５）　暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する法人等ではないこと。

（６）　八尾市職員のコンプライアンスの推進に関する条例（平成10年八尾市条例第24号。以下「コンプライアンス条例」という。）第15条第１項の警告を受けた日から２年を経過しない法人等ではないこと。
（７）　代表者、役員、支店長、営業所長その他の相当の地位にある者又はその事業活動を支配している者（以下「代表者等」という。）のうち次のいずれかに該当する者がある法人等ではないこと。（当該法人等の代表者等が他の法人等の代表者等を兼ねる場合において、当該他の法人等の他の代表者等のうち次のいずれか（カからクまでを除く。）に該当するものがあるときを含む。）
ア　暴力団員等である者

　イ　八尾市暴力団排除条例（平成25年八尾市条例第20号）第２条第３号に規定す
　　　る暴力団密接関係者

ウ　暴力的不法行為等に関し拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

　　は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

エ　暴力的不法行為等に関し逮捕され、又は勾留された日から５年を経過しない者
（ウに該当しない者で、その者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったものであって、その者が代表者等である法人その他の団体では指定管理者による公の施設の適正な管理を確保する上で重大な支障を生ずると認めるものに限る。）
オ　コンプライアンス条例第15条第１項の警告を受け、その警告の日から２年を経過しない者

カ　精神の機能の障害により公の施設の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

キ　民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

ク　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

（８）　法人等及びその代表者等が法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納している法人等ではないこと。
（９）　八尾市長、副市長、教育長、市議会の議員、教育委員会、選挙管理委員会若しくは公平委員会の委員、監査委員若しくは農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又はこれらの者の親族（配偶者、父母及び子に限る。）が代表者等である法人等ではないこと（ただし、市長、副市長、教育長、教育委員会、選挙管理委員会及び公平委員会の委員、監査委員並びに農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員が代表者等である市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を除く）。
（10）　八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年条例第47号）第11条第１項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から５年を経過しない法人等ではないこと。

（11）　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当する法人等ではないこと。

（12）　八尾市が発注する建設工事等の請負又は物品の購入もしくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けている法人等ではないこと。
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